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冠
婚
葬
祭
互
助
会
の
契
約
・
解
約
ト
ラ

ブ
ル
に
ご
注
意

み
さ
と
文
芸

み
さ
と
文
芸

俳
句
と
短
歌
を
募
集
中
！

毎
月
５
日
ま
で
に
総
務
課
へ
お
届
け
く
だ
さ
い

【
事
例
１
】

　
加
入
し
て
い
る
冠
婚
葬
祭
互
助
会
の
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
せ
ず
に
解
約
を
申
し
出
た
ら
、
高
額

な
手
数
料
を
差
し
引
か
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

契
約
時
に
説
明
が
な
く
納
得
で
き
な
い
。

【
事
例
２
】

　
積
立
て
済
み
の
互
助
会
費
48
万
円
以
内
で
葬

儀
が
で
き
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
が
、
葬
儀
後

に
百
万
円
以
上
請
求
さ
れ
た
。
請
求
書
に
は
複

数
の
オ
プ
シ
ョ
ン
が
追
加
さ
れ
て
い
た
。

【
事
例
３
】

　
葬
儀
の
打
ち
合
わ
せ
の
時
に
「
今
互
助
会
に

加
入
す
れ
ば
、
追
加
料
金
な
し
で
生
花
等
も
豪

華
に
な
る
」
と
勧
誘
さ
れ
契
約
し
た
。
葬
儀
を

終
え
落
ち
着
い
て
考
え
る
と
、
説
明
も
よ
く
聞

か
ず
性
急
に
契
約
し
た
と
思
う
。
解
約
し
た
い
。

■
困
っ
た
と
き
の
相
談
窓
口
は
…

　
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
　
☎
１
８
８
（「
１い
や
や

８
８
泣
き
寝
入
り
」
と
覚
え
て
く
だ
さ
い
。）

　
埼
玉
県
消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
熊
谷

　
　
☎
０
４
８
‐
５
２
４
‐
０
９
９
９

　
役
場
『
消
費
者
相
談
窓
口
』

　
　
☎
76
‐
５
１
３
３
（
農
林
商
工
課
内
）

　

冠
婚
葬
祭
互
助
会
と
は
、
月
掛
金
を
積
み
立

て
、
冠
婚
葬
祭
の
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
一
部
に
充
当

し
て
負
担
を
軽
く
す
る
た
め
の
仕
組
み
で
す
。
月

掛
金
は
冠
婚
葬
祭
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
他
、
式
場
や

斎
場
の
建
設
費
や
維
持
費
、
備
品
費
な
ど
に
も
あ

て
ら
れ
ま
す
。

【
消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
】

・�

冠
婚
葬
祭
互
助
会
の
積
立
て
は
、
冠
婚
葬
祭
等

の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
、

預
貯
金
と
は
異
な
り
利
息
は
付
き
ま
せ
ん
。
ま

た
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
せ
ず
に
解
約
す
る
場
合

は
原
則
、
約
款
に
従
っ
た
解
約
手
数
料
が
差
し

引
か
れ
ま
す
。
将
来
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
で

す
の
で
、
加
入
の
必
要
性
を
十
分
検
討
し
、
契

約
内
容
や
解
約
条
件
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ

う
。

・�

互
助
会
会
員
で
あ
っ
て
も
、
実
際
の
葬
儀
や
結

婚
式
の
際
に
は
追
加
費
用
（
例
え
ば
、
会
食

費
、
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
代
、
返
礼
品
代
等
）
が
必

要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
参
列
者
数
で
費

用
が
増
減
す
る
項
目
は
特
に
注
意
し
て
、
見
積

り
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

・�

特
に
葬
儀
の
際
は
、
喪
主
と
な
る
人
は
親
し
い

人
と
の
死
別
の
悲
し
み
を
抱
え
た
ま
ま
限
ら
れ

た
時
間
の
中
で
葬
儀
の
準
備
を
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
、
冷
静
に
対
応
す
る
こ
と
が
難
し
い
状

況
で
す
。
葬
儀
の
打
ち
合
わ
せ
は
、
可
能
な
限

り
親
族
や
第
三
者
が
同
席
す
る
な
ど
複
数
で
行

い
ま
し
ょ
う
。

・�

葬
儀
の
打
ち
合
わ
せ
時
に
互
助
会
の
会
員
契
約

を
し
た
場
合
は
、
訪
問
販
売
に
該
当
し
、
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

俳
句
・
短
歌
の
投
稿
に
は
、
住
所
・
氏
名
・
連
絡
先
・
ふ
り
が
な
等
を
必
ず
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

 

短
歌

 

俳
句

来ら
い
ね
ん年
は 

病び
ょ
う
れ
き歴
記し

る

す 

マ
イ
ナ
カ
ー
ド 

救き
ゅ
う
き
ゅ
う
た
い

急
隊
は 

フ
ル
の
活か

つ
よ
う用

有
（
中

　里
）馬

　
康
博

今き
ょ
う日

も
行い

く 

ヘ
ル
メ
ッ
ト
か
ぶ
り 

と
ぼ
と
ぼ
と 

見み

守ま
も

り
隊た

い

に 

守ま
も

ら
れ
な
が
ら

有
（
中

　里
）馬

　
千
代

無
心
に
く
り
返
す
「
い
な
い 

い
な
い 

ば
ぁ
」　
い
つ
か
そ
の
手
に
大
き
な
夢
を

丸
（
駒

　衣
）山

　
好
子

竹た
け

の
子こ

の 

皮か
わ

に
梅う

め

入い

れ 

赤あ
か

く
な
る
ま
で 

し
ゃ
ぶ
り
し
事こ

と

も 

哀か
な

し
み
の
一
つ

中
（
沼

　上
）里

　
勝
江

草く

さ

つ津
よ
り 

つ
つ
じ
咲さ

き
た
る 

白し

ら

ね根
山さ

ん 

白し
ろ

い
岩い

わ
は
だ肌 

噴ふ

ん

か火
の
凄す

ご

さ

清
（
大

　仏
）水

ミ
ヨ
子

憧あ
こ
が

れ
の 

三さ
ん
こ
う
ち
ょ
う

光
鳥
の 

声こ
え

聞き

い
た 

父ち
ち

の
実じ

っ

か家
に 

妹
い
も
う
と

見み

ま舞
う原

（
小
茂
田
）

　
武
久

紫あ

じ

さ

い

陽
花
の 

小ち
い

さ
き
花は

な

の 

咲さ

き
初そ

め
て 

雨あ
め

に
打う

た
れ
し 

こ
れ
も
良よ

き
か
な

小
（
大

　仏
）林

カ
ツ
子

好こ
う
ぶ
つ物

の 

季き

せ

つ節
味あ

じ

わ
う 

メ
ロ
ン
な
り 

食し
ょ
く
ご後

に
食た

べ
し 

家か

ぞ

く族
の
笑え

が

お顔

福
（
駒

　衣
）島

惠
美
子

酷こ
く
し
ょ暑

な
り 

熱ね

っ

ぱ波
に
負ま

け
ず 

咲さ

く
花は

な

の 

力ち
か
ら

強づ
よ

さ
よ 

我わ
れ

を
励は

げ

ま
す

原
（
下
児
玉
）田

　
淳
子

鯵
を
釣
る 

親
子
で
競
う 

岩
場
か
な

飯
（
古

　郡
）尾

　
君
江

公益財団法人�明るい選
挙推進協会や総務省の
ホームページも併せて
ご覧ください。

政治家の寄附は禁止です！
　公職選挙法では、政治家が選挙区内でお金や物を贈ることだけではな
く、政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
　お金のかからないきれいな政治と公正公平な選挙の実施のために、
選挙の「三ない運動（贈らない、求めない、受け取らない）」は
ルールです。
　政治家だけではなく、有権者の一人ひとりがルールを守り、明るい選
挙を実現しましょう。

寄附禁止の事例
・お中元、お歳暮、お年賀
・会費制でない会合などでの支払い（寸志や飲食

代相当額の贈答も含む）
・お祭りや催事での寄附、差し入れ
・地域の集会や行事での寸志、飲食物提供
・各種お祝い
・落成式や開店祝い等での花輪、供花
・病気見舞い
・葬儀での花輪、供花
・香典

禁止、罰則とならない事例
・親族に対してするもの
・政治家本人が出席して、参加者と同額の会費

制での金銭支払い
・政治家本人が出席して、その場で行う結婚祝い、

香典

その他、禁止されている行為
　政治家が選挙区内にある者に対して、年賀状
や時候のあいさつ状、喪中による年賀あいさつ
の欠礼状を出すことは禁止されています。
　ただし、相手から受けた各種あいさつ状への
答礼のために自筆して出すものは除きます。

推進協会
ホームページ
QRコード

総務省
ホームページ
QRコード 問合せ＝美里町選挙管理委員会　☎76-1115

　さいたま地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、こどもをめぐるさまざまな人権問題へ取り組むた
め、全国一斉「こどもの人権相談」強化週間として、通常の受付時間を延長するなどし、一人でも多くの
こどもたちから専用相談電話による相談を受け付けます。

【期　　　間】� ８月21日㈬～27日㈫　午前８時 30分～午後７時
� ※８月24日㈯・25日㈰のみ午前 10時～午後５時
　　　　　　　�※こどもの人権 110 番は、強化週間以外�平日の月～金曜日
　　　　　　　　�午前８時 30分～午後５時 15分まで相談を受け付けています。

【電 話 番 号】　�0120-007-110
� （全国共通・無料）※ＩＰ電話からは接続できません。
【相談担当者】� 法務局職員、埼玉県人権擁護委員連合会こども人権委員会委員

８月21日８月21日㈬から27㈬から27日日㈫㈫は、は、
全国一斉「こどもの人権相談」強化週間です！全国一斉「こどもの人権相談」強化週間です！

秘密は
厳守します。

問合せ＝さいたま地方法務局　人権擁護課　☎048-851-1000

13  令和６年８月 広報みさと８月号　№637　12  
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